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はじめに 

留学生の皆さん、ようこそ帯広畜産大学へ！ 
このハンドブックは、帯広畜産大学へ入学した留学生の皆さんに大学での手続きや日常生活に関する情報を提供するため

に作成されたものです。皆さんが充実した学生生活を送る上で大切な情報が記載されていますので、是非活用して下さい。 
 
慣れない環境での生活にはいろいろと苦労がつきまとうものです。例えば市役所での様々な手続きや保険への加入、銀行

での口座開設等は日本人でも面倒なものです。でもやってみると意外と簡単なこともあります。大学と同様、市役所や銀行の窓

口には担当の職員がいて親切に面倒を見てくれるはずです。まずはどこで何をしなければならないのか、このハンドブックで調

べてみて下さい。 
 
大学の外で暮らすのは、最初大変ですが、きっと良い経験になるはずです。隣近所の住人と顔見知りになり、声をかけたりか

けられたりするようになると、日本の暮らしがずっと身近に感じられるようになるでしょう。そのためにはゴミ出し（２７ページを見て

下さい！）等の地域のルールを守ることはもちろんですが、ちょっとした気配りが役に立ちます。「おはようございます」「こんにち

は」「こんばんは」などの挨拶や、すれ違った時の軽い会釈や微笑みが、あなたが地域に溶け込むための助けになります。特別

なことは必要ありません。皆さんが家族や友人に対してやっていることをやればいいのです。日本人は言葉のせいで外国人に

対してはシャイな人が多いのですが、あなたから声をかけてみましょう。皆さんはたくさんの努力をして遥か帯広までやってきた

のですから、もうちょっとだけ頑張って日本の生活に溶け込んでもらえたらと思います。そしてこの街があなたにとってのもう一

つの故郷になればと願っています。 
 
このハンドブックを読んで何かわからないことがあれば、遠慮なく留学生支援室（学生支援課）にお問い合わせ下さい。周り

の人、例えば留学生の仲間やチューター、スーパーバイザーの先生に聞いてみるのもいいかもしれませんね。 
それではここ帯広畜産大学ですばらしい学生生活が送れますように！ 

留学生支援室一同 
To International Students, 
 
Welcome to Obihiro! 
This handbook contains useful information for your everyday life and procedures necessary for interactions with the 
university and local/national authorities.  Please make good use of it and have a happy and productive university life 
in Obihiro. 
 
Living in an unfamiliar environment, you are likely to encounter various difficulties.  For example, you may 
experience problems in completing complicated procedures necessary for residence registration, opening a bank 
account, or subscribing to an insurance plan.  Even for Japanese, these procedures are sometimes troublesome 
and time-consuming events, but please don’t be intimidated by them.  Generally you can find somebody (or more 
likely they will find you) who will assist you.  Once you get accustomed to the procedures, you will find them much 
easier than they seemed at the beginning.  The first step is to understand what you should do and where you should 
go.  Please check for the information in this handbook. 
 
Life in a foreign country is a stressful experience for everyone.  You may especially feel this way if you live by 
yourself outside the university.  Japanese life, with its unique customs and language, might seem peculiar to you.  
My advice to you is don’t be shy.  Please talk to your neighbors; even a simple greeting such as “Ohayogozaimasu 
(Good morning)”, “Konnichiwa (Hello)”,”Konbanwa (Good evening)”, or just a small gesture of gratitude 
“Arigatougozaimasu (Thank you)” or apology “Sumimasen (Sorry)” will greatly enhance your standing in the 
community.  Japanese people are generally shy when meeting foreigners because of language problems (a majority 
of Japanese are not good at English and somewhat afraid of it).  However, once they get to know you, they will 
appreciate your presence.  It is also important to follow social rules such as those for handling garbage collection 
(you need to sort garbage by type and put it in a designated area in the morning of garbage collection day).  Please 
check for this type of information in this handbook.  You have made great effort to come to Japan, so why not make 
a little more effort to adapt to Japanese everyday life?  We hope Obihiro will become like your hometown. 
 
If you have any question, please don’t hesitate to ask us at the International Student Support Office.  You can ask 
your friends (it is likely that they have had similar experiences), your tutor, or your supervisor too. 
We hope you will have a wonderful and fulfilling student life in Obihiro University of Agriculture and Veterinary 
Medicine. 

International Student Committee Members 
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１．大学概要 

2026年度学年暦 

【前 期】 

学年開始 ４月 １日（水） 

入学式 ４月 ６日（月） 

前期授業開始 ４月 ７日（火） 

開学記念日 ５月３１日（日） 

前期授業 ・ 成績審査終了 ８月１４日（金） 

夏季休業 ８月１７日（月）～９月３０日（水） 

前期評点報告書提出期限 ８月２１日（金） 

学位記並びに修了証書授与式 ９月１８日（金） 

 

【後 期】 

後期授業開始 １０月 １日（木） 

冬季休業 １２月２６日（土）～１月 ４日（月） 

令和９年（２０２７年） 

後期授業 ・ 成績審査終了 ２月２２日（月） 

春季休業 ２月２４日（水）～４月 ４日（日） 

後期評点報告書提出期限 ３月 １日（月） 

学位記並びに修了証書授与式 ３月１９日（金） 

学年終了 ３月３１日（水） 

祝祭日 

日本の祝祭日及び年末年始休暇は、以下の通りです。この日は大学の事務室も休みですので、急ぎの用事は計画

的に済ませるようして下さい。 

 

【２０２６年】 

４月２９日  昭和の日 

５月 ４日 みどりの日 

５月 ５日 こどもの日 

５月 ６日 振替休日（憲法記念日） 

７月２０日  海の日 

８月１１日 山の日 

９月２１日 敬老の日 

９月２２日 国民の休日 

９月２３日 秋分の日 

１０月１２日 スポーツの日 

１１月 ３日 文化の日 

１１月２３日 勤労感謝の日 

１２月２６日～３１日 年末休暇 

【２０２７年】 

１月 １日～  ３日 年始休暇 

１月１２日 成人の日 

２月１１日 建国記念の日 

２月２３日 天皇誕生日 

３月２０日 春分の日 
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留学生の地域別受入状況 

２０２６月 4月 20日現在、帯広畜産大学では３5カ国の国から 67名の留学生が学んでいます。 

 

国別留学者数 

 

 

所属別留学生数 

在学形態 所属（身分） 在籍者数 

正規生 

（学位取得を目的とする） 

畜産科学（博士前期） 17 

畜産科学（博士後期） 21 

国名 学生数 

インドネシア 1 

ウガンダ 2 

エクアドル 1 

エジプト 1 

エチオピア 1 

韓国 3 

ギニア 1 

キューバ 1 

キルギス 1 

ケニア 5 

コンゴ民主共和国 1 

ザンビア 1 

ジンバブエ 1 

スリランカ 5 

タイ 1 

中華人民共和国 12 

ナイジェリア 2 

ナミビア 1 

ネパール 1 

パキスタン 1 

パラグアイ 1 

バングラデシュ 3 

東ティモール 1 

フィリピン 1 

ブラジル 1 

ベトナム 2 

ボリビア 2 

米国 1 

マダガスカル 1 

マラウイ 1 

マレーシア 1 

南スーダン 1 

ミャンマー 2 

モザンビーク 2 

モンゴル 4 

合計（人数） 67 

合計（国数） 35 
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獣医学（博士） 20 

畜産学部 4 

非正規生 

（学位取得を目的としない） 

研究生 2 

科目等履修生 0 

特別研究学生 1 

特別聴講学生 2 

 合計 67 

事務手続き早見表 

種別 担当窓口 参照頁 備考 

支払い 

入学料、授業料 管理課  11 
納付期限 前期：５月末日 

後期：１１月末日 

国際交流会館の寄宿舎料 管理課  18 納付期限：毎月２０日まで 

学生教育研究災害障害保険

（学研災） 
郵便局  16 

払込取扱票を記入し、郵便局

で支払う 

国民健康保険料 帯広市役所  14 
ローソン、セブンイレブン、市役

所で支払う 

身上異動 

休学願 教務課  8 
病気の理由の場合、医師の診

断書を添付 

復学願 教務課  8   

退学願 教務課  8   

住所変更届 
教務課・留学生係・

市役所 
 8 

戸籍住民課 

改姓・改名届 
教務課・留学生係・

市役所 
 8 

その他 
海外渡航届 学生支援課  9 日程が決まり次第 

駐車場使用許可申請書 学生支援課  27   

在留 

手続き 

資格外活動許可申請書 

（アルバイト） 
学生支援課  21   

在留期間更新許可申請 学生支援課  19 大学が代理申請をします。 

証明書 

発行 

学生旅客運賃割引証 

（学割証） 
教務課  9  

成績証明書 教務課  9   

在学証明書 教務課  9   

修了見込証明書 教務課  9   

国費外国人留学生証明書 学生支援課  9  

学習奨励費受給者証明書 学生支援課  9  

奨学金受給証明書  学生支援課  9  

健康診断書 保健管理センター  9、14   
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申請 
授業料免除 学生支援課  11   

各種奨学金 学生支援課 5-7   
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２．奨学金 

国費外国人留学生 

奨学金の支給と在籍確認 

 国費外国人留学生の場合、毎月の奨学金は銀行口座に振り込まれます。奨学金を受け取るためには銀行口座を

開設し、在籍確認簿に毎月サインする必要があります。 

 

口座の開設 

毎月の奨学金は、ゆうちょ銀行口座に振り込まれますので、来日後すぐにゆうちょ銀行で口座を開設してくださ

い。口座の開設の詳細については「銀行口座の開設」（２６ページ）をご参照ください。 

 

在籍確認と奨学金支給日 

毎月初めに学生支援課で在籍確認簿にサインしてください。  

所定の期日までにサインをした場合は、毎月２０日～２５日頃に奨学金が支給されます。月初めの在籍確認に遅れ

ると奨学金の支給は翌月になります。 

４月・１０月は新入生が多く、また、日本では４月に会計年度が変わるため、事務手続きの関係上４月分及び１０月

分の奨学金の支給が遅くなることがあります。 

なお、サインしない場合は奨学金が支給されません。月の初めから終わりまで大学にいない場合も奨学金は支給さ

れません。 

 

奨学金支給額 

課程 支給額 

学部留学生 月額１１７,０００円 

研究留学生 

研究生 月額１４３,０００円 

修士課程（博士前期課程） 月額１４４,０００円 

博士課程（博士後期課程） 月額１４５,０００円 

※北海道は寒冷地域に指定されているため、１１月から翌年３月までの５ヶ月間、 

上記の月額単価に３,０００円が加算されます。 

 

奨学金支給期間延長 

 国費外国人留学生が次のとおり進学する場合は、奨学金の支給期間を延長する必要があります。 

• 学部学生から大学院に進学する場合 

• 研究生から大学院に進学する場合 

• 大学院博士前期課程から博士・博士後期課程へ進学する場合 

 

 申請時期は進学する年の前年１０月頃です。４月に研究生として渡日し、その後入学試験を受験し１０月から大学

院への進学を希望する場合、申請時期は５月です。手続き方法や必要書類は同じですが、申請時期が違いますの

で注意してください。手続き方法は学生支援課にお問合せください。 

 

必要書類等 

• 申請書 （所定の用紙、学生支援課から通知） 

• 指導教員の推薦書 

 

 支給期間の延長は選考の上、文部科学省で決定されます。しかし、例年延長申請者が多数のため、全ての申請

者が延長を認められるわけではありません。延長が認められなかった場合に備えて、帰国のための準備や私費留学

生として日本に留まり研究を続けるための準備などをしておく必要があります。 
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帰国旅費 

 国費外国人留学生が奨学金の支給期間を満了して帰国する場合、原則として、東京または通常の経路で使用す

る国際空港のある都市から、帰国先の最寄りの国際空港までの航空券が支給されます。国内の移動、空港税等に

ついては留学生の自己負担となります。 

３月に帰国する場合は１月初旬頃までに、９月に帰国する場合は、８月初旬頃までに、学生支援課に「帰国旅費

支給申請書」を提出してください。奨学金の支給期間延長を希望する人も、延長が認められなかった場合に帰国す

る予定があれば、必ず帰国旅費の申請をしてください。但し、以下の場合には、帰国旅費は支給されません。 

 

• 修業年限内に学位を取得できない場合 

• 所定の期日までに帰国しない場合 

• 所定の期日までに帰国旅費申請をしない場合 

• 奨学金支給期間の途中において、個人都合で帰国する場合 

• 奨学金支給期間終了後、帰国せず引き続き日本に滞在する場合 

• 文部科学省以外の機関から旅費の支給を受ける場合 

• 文部科学大臣への誓約事項に違反した場合 

 

航空券は、文部科学省の指定した旅行会社から、帰国の１～２週間前までに発給されます。なお、航空券を現金

に換えることはできません。 

 

奨学金支給期間終了後調査 

 帰国旅費申請時などに、奨学金支給期間終了後の進路等について調査を行っておりますので、ご協力ください。 
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私費外国人留学生 

大学を通して応募する各種奨学金一覧 

下記の表に掲載されているのは、昨年度の実績です。これから応募しようとする奨学金にあっては、内容が変更さ

れている場合もある他、奨学金によって、日本語能力を求められるものや国籍が限定されているものもあるので、必

ず募集要項等で最新の情報を確認してください。 

情報は、学生支援課ホームページに掲載される他、メールにて通知いたします。 

 

 

募集 

開始 

募集 

締切 

結果 

発表 
奨学金名称 給付月額 

給付 

期間 

２月 ４月 ５月 （公財）SGH財団 

(U２・３、M) 

１２０,０００円 

（D2年）１８０,０００円 

２年 

（U２のみ３年） 

４月 ５月 ７月 （公財）朝鮮奨学会奨学金 

(U)２５,０００円 

(M)４０,０００円 

(D)７０,０００円 

１年 

７月 ７月 ９月 
北海道外国人留学生国際交流支援事

業助成金（ＨＩＥＣＣ） 
(U・G)５０,０００円 １回 

５月 

１１月 

８月 

１２月 

１１月 

２月 
（公財）佐藤陽国際奨学財団 

(U)１８０,０００円 

(G)２００,０００円 
２年 

６月 ７月 ８月 
帯広畜産博士後期課程特別奨学金 

※授業料免除あり 
(D)５０,０００円 最長４年 

８月 １０月 ２月 （公財）ロータリー米山記念奨学会 
(U)１００,０００円 

(G)１４０,０００円 
最長２年 

９月 １０月 ３月 
（公財）平和中島財団外国人留学生奨

学金 

(U)１２０,０００円 

(G)１５０,０００円 
１年 

１１月 １月 ３月 （株）共立メンテナンス奨学基金 (U)７０,０００円 １年 

１１月 １月 ３月 （一財）共立国際交流奨学財団奨学金 
(U)１１０,０００円 

(G)１１０,０００円 
１年 

(U)は学部生、(G)は大学院生、(M)は博士前期課程、(D) は博士・博士後期を表します。 

個人で応募できる民間団体等の各種奨学金 

下記奨学金は大学からの推薦がなくても応募できるものです。詳細は学生支援課ホームページから、募集要項を

確認してください。 

 

募集 

開始 

募集 

締切 

結果 

発表 
奨学金名称 給付月額 

給付 

期間 

１月 ４月 ７月 （公財）似鳥国際奨学財団 
（U・G)６０,０００円～ 

８０,０００円 
１年 

１１月 １２月 ２月 （公財）岩谷直治記念財団 (G)１５０,０００円 ２年 
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３．学内での各種手続き 

休学・復学・退学 

休学、復学、退学の希望をする場合は、まず指導教員に相談してから、教務課窓口で手続きをしてください。 

休学願 

病気や事故などにより休学（３ヶ月以上～１年以内）を希望する場合は、速やかに教務課へ願い出て下さい。病気

による休学願には、医師の診断書を添付して下さい。休学期間満了後も引き続き休学する場合には、期間満了前に

休学の延長手続きをして下さい。 

学期のはじめから休学する場合は、その学期の授業料全額が免除されます。学期の途中から休学する場合は、

その学期の授業料全額を支払わなくてはなりません。学期の最初の月（４月・１０月）の途中から休学する場合は、当

該月の１ヶ月分の授業料を払い、翌月以降の授業料は免除されます。 

復学届 

復学する場合は、指導教員にその旨を伝え、本学所定の「復学願」に記入し、指導教員を通して教務課へ提出し

て下さい。病気による休学の場合は、医師の診断書も一緒に提出して下さい。 

退学願 

 退学する場合は、退学願を提出しなくてはなりません。退学願を出さないで通学を辞めた場合は、授業料の支払

い等を求められます。 

休学時の注意事項 

出入国管理及び難民認定法により、「留学」の在留資格を持つ留学生が休学等の理由で３ヶ月以上勉学や研究

活動を行わない場合、日本での正当な滞在理由（入院など）がない限り、出国するか在留資格を変更しなくてはなり

ません。  

経済的な理由での休学は、正当な理由として出入国在留管理庁に認めらませんので注意して下さい。また、休学

期間中のアルバイトはできません。 

退学で学籍を失ったとき 

留学生が退学により学籍を失った場合は、大学を離脱した日より１４日以内に出入国在留管理庁へ届け出て下さ

い。在留期間が残っていても、速やかに出国するか、引き続き日本に滞在する場合は、在留資格を変更する必要が

あります。入管法に違反して日本に滞在し続けると、在留資格を取り消されます。 

住所等変更の届出 

住所変更、電話番号変更、携帯電話を購入した場合は、学生ポータルサイトより届け出てください。氏名を変更した

場合は、直接教務課に届け出てください。用紙は学生支援課にあります。また、住所変更や氏名の変更の際は、市

役所にも変更の届出が必要ですので忘れず手続きを行ってください。 

 

 ※学生ポータルサイトは、履修登録、成績確認、補講・休講情報の他、皆さんの住所や電話番号などの確認、登録、

変更などに利用します。このサイへのアクセスするに使用するには、農学情報基盤センターのユーザーID とメールパ

スワードです。 
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証明書の発行 

 学生支援課の横に設置されているＡＣＭ「証明書自動発行機」および教務課または学生支援課窓口等で以下の証

明書の発行が可能です。 

 ＡＣＭで発行できる証明書 

• 在学証明書 

• 在籍証明書 

• 成績証明書 

• 卒業（修了）見込証明書 

• 学生旅客運賃割引証（学割証） 

 

➢ 発行される証明書は和文・英文です。厳封された証明書が必要な場合は、窓口で申し込んで下さい。 

➢ 学部・大学院の正規生のみ対象です。 

➢ 非正規生の場合は教務課窓口で申し込んでください。 

 

教務課、学生支援課窓口で発行できる証明書（８：３０～１７：１５） 

• 上記の証明書 

• 国費外国人留学生証明書【学生支援課】 

• 学習奨励費受給者証明書【学生支援課】 

• 在籍証明書（研究生・特別聴講学生）【教務課】 

• その他奨学金証明書（帯広畜産大学が支給しているもの）【学生支援課】 

 

➢ 英文の証明書は発行に１週間程度かかります。 

保健管理センターで発行できる証明書 

・健康診断書 

➢ 年に一度定期健康診断を受診する必要があります。 

➢ 学部・大学院の正規生のみ対象です。 

 

海外渡航時の届出 

海外渡航の際は、安全の確保や緊急時の対応を目的として、全学生を対象に「海外渡航届」の提出をお願いして

います。渡航の目的（旅行、留学、短期研修等）は問いません。渡航の 1週間前までに、下記の QR コードまたはリン

クよりご提出ください。 

 

 

 

 https://forms.office.com/r/4dD6GRGRTd 

 

 

口蹄疫ウイルス非清浄国（ワクチン接種清浄国を含む）に渡航する際は、海外から口蹄疫ウイルスを持ち帰らない

ための行動指針（家畜・植物研究室）を必ず確認し、口蹄疫ウイルスを持ち帰ることが無いよう行動してください。 

 

参照：農林水産省ウェブサイトから口蹄疫発生状況が確認できます。 

 

https://forms.office.com/r/4dD6GRGRTd
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/#:~:text
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４．学生生活 

学内支援 

学生相談 

学生相談室 

故郷を離れ、家族や友達からも遠く離れて暮らすことで、ホームシックや寂しさを感じる留学生はたくさんいます。新

しい環境で勉強や研究を始めるには不安が伴うこともあるでしょうし、違う文化や気候に馴染むことも大変かもしれま

せん。このような変化や人生の節目には不安やストレスを感じやすいものです。勉強、進路、人間関係や文化的適応

で困っていること、悩んでいることがあれば、一人で考えこまずに相談してください。カウンセラーが、あなたのお話を

聞き、問題の解決策を一緒に考えます。 

 

言語：日本語 

場所：学生相談室（総合研究棟Ⅰ号館３階） 

時間：９：００～１２：００/１３：００～１７：００ （祝日を除く平日） 

HP: https://www.obihiro.ac.jp/navi-student-counseling-room 

メール：soudan@obihiro.ac.jp 

電話：０１５５－４９－５６３８ 

 

留学生支援室 

 留学生支援室では、本学の教員が勉強・進路の問題や家族・友人関係に関する悩みごとについての相談に応じ

ています。 

言語：日本語・英語 

時間：９：００～１７：００  

お問合せ先：学生支援課留学生係 （rgk@obihiro.ac.jp/ 0155-49-5298） 

 

 

 

チューター制度 

チューターは、指導教員から推薦された日本人学生や先輩留学生が、渡日後間もない留学生に対して、学習・研

究支援、日本語指導、日常生活に関するアドバイスや支援を行う制度です。学部留学生の場合は入学後２年間、研

究生・大学院生の場合は来日後１年間のサポートがあります。何に重点を置いてサポートしてもらうのか、指導教員と

よく話し合って下さい。 

また、「サポート」とは、「お願いしたことは何でもしてくれる」ということではありません。基本的に自分でできることは

自分でした上で、どうしても難しい場合には、相談して下さい。また、家族を呼びよせる時や呼びよせた後の行政手

続き、家族に関する支援は、チューターの業務には入っていませんので、ご自身で行って下さい。 

 

  

担当教員 研究分野 

耕野 拓一 農業経済学 

相内 大吾 応用昆虫学 

麻田 正仁 獣医寄生虫学 

久保田 彰 毒性学 

ロメロ イサミ 政治学・国際政治学 

寺内 麻紀 英語教授法 

韓 圭鎬 食品料学 

https://www.obihiro.ac.jp/navi-student-counseling-room
mailto:soudan@obihiro.ac.jp
mailto:rgk@obihiro.ac.jp
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入学料・授業料 

留学生は、検定料、入学料、授業料を支払う必要があります。国費外国人留学生は支払う必要はありません。外

国人留学生特別選抜を対象とした特別支援制度により帯広畜産大学から奨学金を受給している留学生は、入学料

と授業料は免除されます。 

 

授業料等一覧 

区分 検定料 入学料 授業料 

支払時期 出願時 
合格通知取得後、定められ

た期間中 
年２回、５月と１１月 

学部生 １７,０００円 ２８２,０００円 年額 ５３５,８００円 

大学院生 ３０,０００円 ２８２,０００円 年額 ５３５,８００円 

研究生 ９,８００円 ８４,６００円 年額 ３５６,４００円 

 

授業料免除及び徴収猶予 

 私費外国人留学生のうち、授業料の納付が困難、かつ学業優秀と認められる学生に対して、全額または半額を免

除、あるいはその徴収を猶予される制度があります。入学料を免除する制度もあります。研究生は免除の対象になり

ません。 

 

申請手続き 

申請書入手および提出先：学生支援課 

申請期間：前期分 ４月上旬 

     後期分 １０月上旬 

※掲示板および学生支援課ホームページにて通知します。申請書は説明会で配付します。 

日本語教育 

留学生が勉学・研究を円滑に行うため、日常生活に欠かせない日本語会話能力や日本についての基本的知

識の修得を目指して、日本語教育を開講しています。授業科目は、入門/初級/中級日本語・日本事情となっ

ています。いずれの科目でも、授業では必要に応じて英語を用います。入門/初級日本語のクラスは、日本

語学習歴が全くあるいはほとんどない留学生を対象とし、日本での日常生活に最低限必要な日本語の習得を

目指します。よく使う日常表現の例をとおして、文字（平仮名・片仮名）の読み書き、基礎的な語彙、初歩

の文法を学びます。履修者は一学期の学習の後、いろいろな生活場面で簡単な日本語での意思疎通ができる

ようになるはずです。中級日本語のクラスは、文字（平仮名・片仮名）がある程度読め、簡単な挨拶や会話

を日本語でできる留学生が対象です。基礎的な文法事項を復習しながらより進んだ語彙・表現・基礎漢字

（１００～２００字）を学び、生活で直面する諸問題にある程度自力で対処できる日本語運用能力の習得を

目指します。日本事情のクラスでは、さまざまな側面を題材にしたテキストを用い、日本の社会や文化、習

慣を学びます。 

課外活動用具の貸し出し 

課外活動用として次の用具類の貸し出しを行っていますので、利用を希望する場合は、学生支援課で申込みをして

下さい。 

 

 

 

 

 

  

【炊飯用具】 【運動用具】 【その他】 

・炊飯器 

・バーベキューコンロ 

・鍋 

・テント 

・シュラフ 

・ソフトボール用具 

・スキー 

・プロジェクター 
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５．学内施設 

附属図書館 

 附属図書館は、学生生活において研究・学習のために必要な資料や最新の学術情報を提供しています。 

図書館利用方法 

図書の貸し出しを希望する場合、学生証による認証が必要です。 

開館時間・休館日 

開館時間 

平日  ９：００～２１：００（休業期間中は９：００～１７：００） 

土・日・祝日  ９：３０～１７：３０（休業期間中は休館） 

 

休館日 

年末年始（１２月２６日～１月４日）、休業期間中の土・日・祝日 

※開館時間の変更や急な休館については、掲示されます。 

貸出と返却 

図書や雑誌の館外貸出は、下記のとおりです。 

• 図  書：１５冊まで ２週間 

• 一般雑誌：５冊まで １週間 

 

➢ 夏季・冬季休業期間は、図書の長期貸出を行いますので、掲示板または図書館ホームページを確認し

て下さい。  

附属図書館ホームページ： https://www.obihiro.ac.jp/navi-library 

➢ 予約者がいなければ貸出の延長もできます。 

 

返却は図書館カウンターを利用して下さい。閉館中は図書館正面玄関のブックポストへ返却して下さい。返却

期限までに資料を返さない場合は、他の資料も借りることができなくなりますので、必ず期限内に返却して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obihiro.ac.jp/navi-library
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農学情報基盤センター 

学内で私有端末(PC、スマートフォン)をインターネットに接続する場合、農学情報基盤センターで端末の利用登録

を行う必要があります。利用登録は、農学情報基盤センターホームページから、または、農学情報基盤センターにて

行ってください。 

 

 

 

①  ホームページへアクセス 

https://univ.obihiro.ac.jp/~ipcenter/ 

 

②  「LAN端末接続申請」（日本語）または 

Device connection application for LAN(英語版)をクリック 

 

                           ③フォームを入力し、送信 

 

 

 

帯広畜産大学生活協同組合（生協） 

大学構内には、帯広畜産大学生活協同組合（生協）が運営している施設があり、本、文房具、飲食品 などが購

入できます。また２階には食堂もあります。 

営業時間 

※夏・冬季休業中は HP を確認のこと 

 

 （１Ｆ）売店 （２Ｆ）食堂 

月曜日～金曜日 
１０：００～１６：３０ 

（サービスカウンター業務１０：００～） 
１１：００～１３：３０ 

土日祝 閉店 閉店 

現金自動預払機（ＡＴＭ） 

 大学構内には、ゆうちょ銀行の現金自動預払機（ＡＴＭ）が設置されています。 

 

銀行名 営業時間 

ゆうちょ銀行 
平日９：００～１８：００ 

土・日・祝９：００～１７：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://univ.obihiro.ac.jp/~ipcenter/
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保健管理センター 

 保健管理センターでは、無料で定期健康診断、特殊な研究に従事する人の健康診断の他、健康相談や病気や怪

我の初期治療を行っています。心身の健康について気にかかることがある場合は、常駐の医師、看護師がいますの

で気軽に問合せ下さい。 

 保健管理センターは留学生本人のみが利用できます。留学生の家族は、市内の医療機関を利用して下さい。 

診療時間 

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）  ９：００～１２：００、 １３：３０～１７：００ 

 

健康診断 

• 定期健康診断日程新入学生：４月 

• 在来生：５月 

 

➢ １０月入学の学生については、初年度のみ１０月に実施します 

➢ 定期健康診断は、自身の健康維持のため毎年必ず受けて下さい 

 

健康診断書 

 上記の定期健康診断を受診した学生には、健康診断書を発行できます。健康診断書は、就職や奨学金の申請な

どに必要になることがあります。 

 健康診断書の発行は、保健管理センターの窓口で申し込み下さい。電話、メールでの受付はしていません。また、

発行は、申込日の翌日（休暇日の前日の申込については休み明け）１５時以降になりますので、余裕を持って申し

込み下さい。 
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６．医療・健康 

 もし病気やけがをしたら、国民健康保険証（2024年12月から名称が、“国民健康保険資格証明書”又は“マイナ保険

証”に変更しております。）を持って医療機関へ行き、診察を受けて下さい。ほとんどの病院の診療時間は、平日の日

中と土曜日の午前中で、土曜日の午後、日曜、祝日は休みです。病院に行ったら、健康保険証と診察券（初診の場合

は健康保険証のみ）を受付に渡し、診察の順番を待ちます。混んでいると、１時間以上待つこともあります。診療が終

わったら、会計で料金を支払い、薬が処方される場合は、処方箋を受取ります。処方箋を持って薬局に行き、薬を買い

ます。 

国民健康保険 

日本には、医療費の負担を軽減するための医療保険制度があります。留学生は全員国民健康保険に加入する

必要があります。病院で国民健康保険資格確認書または、マイナ保険証を受付窓口で提示すれば、実際にかかる

医療費の３０％の支払いで治療を受けることができます。 健康診断、予防接種、出産の場合は、全額自己負担に

なりますが、出産の場合には、補助制度があります（３２ページ参照） 

加入手続き 

登録場所：帯広市役所国保課 

必要書類： 

• パスポート 

• 在留カード（ある場合） 

 

➢ 住所の変更や、氏名が変わった等の変更が生じた場合は１４日以内に市役所に届けてください。 

➢ 帰国するときは保険証の返却と保険料の清算が必要です。必ず市役所に届けてください。 

 

保険料 

保険料は家族の人数や収入によって異なります。保険料は１年ごとに決められ、日本での前年の収入などで計算

します。１年間の保険料は、１０回分納で、６月から翌年３月まで毎月払います。日本で前年の収入がない場合、１年

間の保険料は単身者約２０,０００円、夫婦で約３０,０００円程度です。アルバイト等により収入が増えれば、翌年の保険

料が高くなる場合があります。来日後加入手続きの際には、国民保険料・市民税・道民税申告書を提出し、所得がな

いことを申告して下さい。 

後日、保険料と納付時期について通知書が送付されます。保険料を滞納すると医療費を全額支払わなければい

けなくなるので必ず期日までに支払ってください。保険料は市役所や銀行の窓口で納付できます。また、預金口座か

ら保険料を自動的に納付する方法もあります。 

 

高額療養費制度 

 手術などの入院で高額な医療費がかかる場合、毎月の自己負担額を超える費用を軽減できる制度です。 

高額療養費 

国民健康保険に加入していれば、実際にかかる医療費の３０％の支払で治療を受けられます。更に収入に応じ

て、毎月の医療費の支払いに対する自己負担限度額が設けられています。手続きすれば、この自己負担限度額を

超える医療費が払い戻されます。 

申請方法 

申請場所：帯広市役所国保課 

必要書類： 

• 健康保険証 
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• 領収書 

• 印鑑 

• 銀行口座の通帳 

 

医療費は一度病院の窓口で、自己負担額全てを支払う必要があります。高額療養費制度申請手続き後、自己負担

限度額を超える医療費が払い戻されます。 

負担が難しい場合は、「限度額適用認定証」を提示することで、同一医療機関の外来診療分の窓口で一定額以上

支払う必要がなくなります。詳細は、帯広市役所の国保課へ確認して下さい。 

 

英語で受診できる病院・診療所 

英語での対応が可能な医療スタッフがいる大学付近の病院 

病院名 診療科 住所 ＴＥＬ 

いのちの木クリニック 
内科 

外科 
帯広市南の森９丁目１３番１号 ０１５５－４９－３６２２ 

北斗クリニック 

内科 

外科 

整形外科など 

帯広市稲田町基線９番地１ ０１５５－４７－８０００ 

 

このほかにも英語で対応可能な病院・診療はあります。詳細は、北海道のホームページを参照して下さい。 

 

北海道ＨＰ： Foreign Language - 北海道のホームページ (hokkaido.lg.jp) 

 

 

学生教育研究災害傷害保険 

この保険は本学における教育研究活動中に生じた不慮の事故によって傷害を被った場合における補償制度です。

安心して勉強や研究に専念するために、全員加入することをおすすめします。 

加入対象者 

学部・大学院の正規生、研究生、特別聴講学生、科目等履修生 

加入手続方法 

所定の払込紙を持って郵便局で保険料をお支払い下さい。 

➢ 案内パンフレットと加入者に提供する「加入者のしおり」には英語・中国語・韓国語版があります。学生支援課で入

手できます。 

保険料と保険期間（保険期間は所定の卒業（修了）予定年次までの期間とします） 

保険期間 学研災保険料 通学特約保険料 接触感染特約保険料 保険料合計 

１年間 ¥６５０ ¥３５０ ¥２０ ¥１,０２０ 

２年間 ¥１,２００ ¥５５０ ¥４０ ¥１,７９０ 

３年間 ¥１,８００ ¥８００ ¥５０ ¥２,６５０ 

４年間 ¥２,３００ ¥１,０００ ¥７０ ¥３,３７０ 

５年間 ¥２,８００ ¥１,２５０ ¥８０ ¥４,１３０ 

６年間 ¥３,３００ ¥１,４００ ¥１００ ¥４,８００ 

➢ 年次途中で加入する場合でも保険料は１年単位となります。 

➢ 年次途中で加入する場合でも卒業（修了）年次まで加入する必要があります。 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/
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受け取ることができる保険金 

保険金の種類 

学生教育研究災害傷害保険（略称：学研災） 通学特約 接触感染特約 

正課・学校行事中 

本学構内にいる間・ 

本学へ事前に届け 

出た課外活動中 

通学中・本学施設等 

相互間の移動中 
臨床実験中 

死亡保険金 ¥２０,０００,０００ ¥１０,０００,０００ ¥１０,０００,０００ 

接触感染予防 

保険金 

１事故につき 

¥１５,０００ 

後遺障害 

保険金 

¥１,２００,０００～ 

¥３０,０００,０００ 

¥６００,０００～ 

¥１５,０００,０００ 

¥６００,０００～ 

¥１５,０００,０００ 

医療保険金 ¥３,０００～\３００,０００ 

治療日数１４日以上が

対象  

¥３０,０００～¥３００,０００ 

治療日数４日以上が 

対象  

¥６,０００～¥３００,０００ 

➢ 入院した場合は、１日につき¥４、０００が入院加算金として支払われます（１８０日限度） 

学研災付帯賠償責任保険 

正課・学校行事、課外活動、またはその往復中で、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりなど法律上の

損害賠償責任を負った場合に補償される制度です。実験・実習などの正課授業、インターンシップ、教育実習活動等

に参加する場合、加入が必要となります。教育研究等を円滑に行うため、本保険に全員加入することをおすすめしま

す。 

加入対象者 

「学生教育研究災害傷害保険」に加入している学生 

申込み方法 

学生支援課にお問い合わせ下さい。 

案内パンフレットと加入者に提供する「加入者のしおり」には英語・中国語・韓国語版があります。 

コースと保険料 

区分 Ａコース 

対象となる活動範囲 正課、学校行事、課外活動及びその往復 

支払限度額 
対人賠償と対物賠償合わせて１事故につき１億円限度（免責金額０円）国内

外の事故を担保 

保険料 

１年間 ￥３４０ 

※年次途中で加入する場合でも保険料は１

年単位となります。 

 

２年間 ￥６８０ 

３年間 ￥１,０２０ 

４年間 ￥１,３６０ 

５年間 ￥１,７００ 

６年間 ￥２,０４０ 
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７．住居 

国際交流会館 

 本学所属の外国人留学生、およびその配偶者と子どもは、国際交流会館Ⅰに入居することができます。できるだけ

多くの留学生が利用できるようにするために、原則として入居期間は１か月以上、最長１年間としています。入居者

は「国際交流会館ホームページ」に記載されている内容をよく読み、ルールに従ってください。 

国際交流会館HP：https://www.obihiro.ac.jp/internationalhouse（日本語） 

https://www.obihiro.ac.jp/en/dormitory（英語） 

 

 

引越し 

引越しの手続きには大変時間がかかるため、２か月前位から準備を始めましょう。日本では家賃の他に「敷金」「礼

金」「仲介手数料」が必要な場合が多いです。詳しくは不動産業者の方に確認して下さい。 

連帯保証事業制度 

民間アパート等へ入居するために連帯保証人が必要になった場合、「留学生住宅総合補償」という制度に加入し、保険

料等を支払うことで大学が連帯保証人になることができます。 

 

１．補償対象者 

・在留資格「留学」を保有する留学生 

 

２．注意事項 

・大学が連帯保証人となったとしても、アパートへの入退去手続きは留学生が自らが行うこと 

・アパートの退去時に必要となる修繕費は留学生自らが責任を持って支払うこと 

 

住宅保険（留学生住宅総合補償） 

留学生には住宅保険（留学生住宅総合補償）への加入をお願いしています。保険料は１年間で４、０００円です。 

【主な補償内容】 

• アパートの部屋を水浸しにした・火事を起こしてしまった。 

• お店の商品を壊した。 

• 自転車を運転中、歩行者と接触しケガをさせた。 

• 後遺障害の残るケガをした。 

 

  

https://www.obihiro.ac.jp/internationalhouse
https://www.obihiro.ac.jp/en/dormitory
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８．法律上の各種手続き 

出入国港にて（在留カードの発行） 

 日本に新たに入国し、３ヶ月を超えて滞在する外国人居住者には、在留カードが発行されます。新千歳、成田、羽

田、中部、関西、広島および福岡空港から入国する場合は、入国審査時に在留カードが交付されます。その他の空

港から入国する場合は、帯広市役所に日本の居住先の届出（住民登録）をした後、登録された住所宛に在留カード

が届きます。 

在留カードとは 

氏名や、生年月日、国籍・地域、日本での住所、在留資格、在留期間などが記載された身分証明書です。常に携

帯する義務があります。在留カードの有効期間は在留期間の満了日までです。在留期間の更新が許可された場

合、新しい在留カードが発行されます。 

在留カードに関する以下の行為は、法律で禁じられています。もし、違反すると、罰金、懲役、在留資格の取り消

し、国外退去処分となることがあります。 

➢ 常時携帯していない、警官に提示を依頼されても提示しない場合 

➢ カードの偽物を作ったり、変更を加えたりすること 

➢ 他人との間でカードを貸し借りすること 

出入国在留管理庁にて（在留資格の更新・変更等） 

出入国在留管理庁で行う以下の手続きについては、申請や届出が遅れたり、届出をしなかったり、嘘の届出をし

た場合、罰金、懲役、在留資格の取り消し、国外強制退去など処罰の対象となる恐れがあります。自分の在留資格

の管理や各種届出の重要性を理解し、各種手続きを漏れなく行って下さい。一部の手続きについては、留学生係で

代理申請が可能です。 

 

札幌出入国在留管理局 

住所：〒０６０－００４２ 札幌市中央区大通り西１２丁目札幌第三合同庁舎 

電話：０５７０－００３２５９ 

受付時間：９：００－１２：００ １３：００－１６：００（土・日・休日を除く） 

アクセス：帯広～札幌間はＪＲで片道約２時間半、料金は往復￥１５、５８０円（時期により変わります）。 

札幌駅から地下鉄南北線「大通」で、東西線に乗り換え「西１１丁目」下車、徒歩３分 
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釧路港出張所 

 

住所：〒０８５－００２２ 北海道釧路市南浜町５－９ 釧

路港湾合同庁舎 

電話：０１５４－２２－２４３０ 

アクセス：帯広～釧路間はＪＲで片道約１時間４０分、料

金は往復￥９,３８０（時期により変わります）。 

受付時間：９：００－１２：００、１３：００－１６：００（土・日・休

日を除く） 

釧路駅～バス２６系 新富士行き 浪花町６下車徒歩５

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 出入国在留管理庁インフォメーションセンターでは、入国手続きや在留手続きに関する相談を日本語以外の外

国語（英語、中国語、韓国語、スペイン語等）で対応しています。 

ＴＥＬ ０５７０－０１３９０４ 

（ＩＰ、ＰＨＳ、海外：０３－５７９６－７１１２） 

受付時間：平日８：３０～１７：１５ 

在留期間の更新 

進学、進級などで入国時に許可された在留期間を超えて日本に滞在するときは、期限が切れる前に出入国在留

管理庁で在留期間更新の手続きが必要です。在留期間の更新申請は、留学生係で代理申請を行っています。在

留期限満了日の１ヶ月～３ヶ月前に該当する留学生へ留学生係から連絡をします。代理申請を希望する場合は、以

下の書類を用意して、指定された日時までに学生支援課へ提出してください。 

 

必要書類 

• 在留期間更新許可申請書  

• パスポート  

• 在留カード 

• 在学証明書 

• 成績証明書 

• 奨学金受給証明書や通帳のコピー（生活費をまかなえる収入もしくは預金があることを証明する書類 ） 

• 手数料納付書 （郵便局で 5,500円分の収入印紙を購入し、納付書に貼付してサインをしてください） 

• 在留カード漢字氏名表記申出（在留カードに漢字の併記を希望する学生のみ提出して下さい） 

                                                             等 

➢ 自分で在留資格の更新を行う場合は、事前にそのことを留学生係へご連絡ください。  

➢ この手続きは、在留期間の満了する３ヶ月前から申請できます。 
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資格外活動許可（アルバイト） 

留学中の学費及びその他必要経費を補う目的でアルバイトを行う場合、事前に出入国在留管理庁に届け出て許

可を取得する必要があります。これが資格外活動許可です。「留学」の在留資格をもって在留している方は、資格外

活動許 

可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜必要書類＞ 

 書類 提出時の書式 

(１) 留学生の資格外活動許可申請申告書(様式 A) スキャンデータ（PDF） 

(2) 資格外活動許可申請書 Excelファイル(手書き不可) 

 

申請方法 

・在留期間更新の手続きと同時に資格外活動許可申請を行う場合は、学生支援課が代理申請を行います。

（１）、（２）の書類を留学生係へメール(rgk@obihiro.ac.jp)で提出してください。  

 

 

在留資格の変更 

卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が

必要です。また、卒業（修了）後、帰国準備等のためにしばらく日本へ滞在する場合は「短期滞在」に在留資格変更

を行って下さい。在留資格の変更は、基本的に本人が出入国在留管理庁へ行って手続きを行ってもらいますが、留

学生係で在留資格の更新手続きに行く時期と重なる場合は、代理申請することも可能です。 

 

旅行などをしてから帰国する場合 

９０日間に限り、在留資格「短期滞在」に変更することができます。申請書類は以下の通りです。 

【必要書類】 

• 在留資格変更許可申請書（短期滞在） 

• パスポート 

• 在留カード 

• 国民健康保険証 

• 出国を明らかにする資料（航空券等） 

許可を取る前に理解しましょう 

◆ 資格外活動許可申請を希望する場合は、事前に指導教員の承認をとって下さい。 

◆ 資格外活動許可を取得せずにアルバイト等を行うと不法就労になり、強制退去になる事もありま

す。許可がない場合は絶対にアルバイト等に従事することは出来ません。 

◆ 勤務場所や活動内容が決定する前から申請することができます。 

◆ 帯広畜産大学との契約に基づき、ＴＡやＲＡなど学内で教育・研究を補助する活動に従事し報酬

を得る場合には、資格外活動許可の取得は不要です。ただし、学内であっても、教育・研究補助

以外の活動に従事する場合は通常どおり資格外活動許可の取得が必要です。資格外活動許可の取

得が必要かどうか迷った場合は、学生支援課窓口に相談してください。 

◆ 週 28 時間まで働くことを認められます。(長期休業期間では 1 日 8 時間、週 40 時間以内) 

◆ 資格外活動許可の期限は在留期間と同じです。在留期間が切れると資格外活動許可は無効になり

ます。在留期限を更新した場合、資格外活動許可の再申請も必要になります。 

◆ 風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所などでのアルバイトは、例えば皿洗いや清掃業

務であっても認められません。 

mailto:rgk@obihiro.ac.jp
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• 修了証明書または修了見込証明書 

  

就職する場合 

就職する職種によって、在留資格が異なります。詳細は下記ウェブサイトを確認してから手続きを行っ

て下さい。 

 

外国人留学生のための就職活動 | 留学情報サイト JPSS  

 

就職活動をする場合 

在学中から行っている就職活動を、卒業後も引き続き継続する場合には、在留資格「特定活動」へ資格変更をす

ることができます。この資格の在留期間は６か月で、１度のみ期間更新が認められます（最長１年）。 

申請書に添付する書類も多く、また、審査にも相当の時間がかかることがあるので、卒業・修了に先立っ

て、早めに申請の準備を進めてください。詳しくは、法務省のホームページで確認してください。 

 

在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) 

 

【必要書類】 

• 在留資格変更許可申請書 

• パスポート 

• 在留カード 

• 国民健康保険証 

• 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 

• 修了証明書  

• 大学による推薦状（所属大学に依頼） 

• 継続就職活動を行っていることを明らかにする文書（企業からの面接通知の写し、ハローワークに登録して

いることを示す文書、企業パンフレット等の就職活動を現に行っていることを確認できる書類等） 

• 手数料納付書 （郵便局で 5,500円分の収入印紙を購入し、納付書に貼付してサインをしてください） 

 

 

家族と引き続き滞在する場合 

在留資格を「留学」から「家族滞在」に変更する必要があります。 

【必要書類】 

• 在留資格変更許可申請書（家族滞在） 

• パスポート（本人・扶養者） 

• 在留カード（本人・扶養者） 

• 国民健康保険証（本人・扶養者） 

• 戸籍謄本や婚姻証明書など扶養者との関係を証明する書類 

• 雇用証明書や在学証明書など扶養者の職業を証明する文書 

• 残高証明書や奨学金証明書など扶養者の扶養能力を証明する書類 

• 手数料納付書（郵便局で 5,500円分の収入印紙を購入し、納付書に貼付してサインをしてください） 

活動機関に関する届出 

卒業・修了後に他の大学への進学、日本での就職や就職活動を予定している場合は、「活動機関に関する届出」

に記入し、出入国在留管理庁（札幌・釧路）に持参、もしくは東京出入国在留管理庁に郵送して下さい。郵送の場合

は、「活動機関に関する届出」と一緒に在留カードの写しを同封して下さい。 

 

➢ 届出は離脱の日から１４日以内に行ってください。 

➢ 卒業・修了後すぐに帰国する場合も活動機関に関する届出を提出して下さい。 

 

 

https://www.jpss.jp/ja/life/job/
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
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郵送先  

〒１６０－０００４  

東京都新宿区四谷１－６－１ 四谷タワー１４階 東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当 

➢ 封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。  

➢ 郵送の場合は、在留カードの写しを同封して下さい。 

【注意】 

他大学への進学等を予定している場合又は、すでに就職が決まっている場合は「活動機関に関する届出 ‒ 複

数届出：離脱と移籍 」を出入国在留管理庁に提出してください。卒業・修了後に引き続き就職活動を行うため、在留

資格が「特定活動」に変わる時は、「活動機関に関する届出 － 離脱」を提出してください。また、就職が決まり次第

「活動機関に関する届出 ‒ 移籍」を提出してください。 

 

◆ 詳細や書類については下記 HPを確認してください。 

 

所属（活動）機関に関する届出（教授、高度専門職１号ハ、高度専門職２号（ハ）、経営・管理、法律・会計業務、

医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修） | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) 

 

 

在留カードの再発行 

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、その事実を知った日（海外で知ったとき

は再入国の日）から１４日以内に出入国在留管理庁に再交付を申請してください。在留カードの著しい汚損又は毀

損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。 

【必要書類】 

• パスポート 

• 在留カード（汚損又は毀損） 

• 在留カード再交付申請書 

• 警察署で発行される遺失届出証明書や消防署で発行される罹災証明書等 

• 規定サイズの写真 

• 資格外活動許可書（許可を受けている場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
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市役所にて（転入・転出・国民健康保険・年金等） 

転入届 

 帯広に到着した日から１４日以内に帯広市役所に転入届を提出し、居住地を登録して下さい。転入届を提出しな

いと、国民健康保険の加入手続きが行えませんので、できるだけ早く手続きを行って下さい。 

 

 登録場所：帯広市役所戸籍住民課 

 必要書類：①パスポート、②在留カード、③転出証明書（日本国内の市町村から引越してきた場合） 

住民票の発行 

 転入届を提出すると、住民票を発行することができます。住民票は、進学するときや奨学金申請時に必要となるこ

とがあります。 

 

 発行場所：帯広市役所戸籍住民課 

 必要書類：パスポートなど本人確認ができるもの 

 発行手数料：２００円 

転出届 

 帰国する際や、帯広から他の町へ引っ越すときには転出届を行います。日本国内へ引越しする場合は、転出証明

書を発行してもらえますので、引越し先の役所で転入届とともに提出して下さい。 

 

 登録場所：帯広市役所戸籍住民課 

 必要書類： 

• パスポート 

• 在留カード 

健康保険とマイナンバーカード制度 

詳細については下記帯広市の HPをご確認ください。 

 

日本語： https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/hoken/kokuho/index.html 

 

国民年金 

国民年金は、加入者が老齢に達した時や障害を負った場合に支給される公的な年金制度の一種です。日本に

住む２０歳～５９歳の人は、在留カードを所持する外国人を含めて国民年金に加入しなくてはなりません。 

 転入届提出後、年金手帳と保険料納付書が郵送で自宅に届きます。年金手帳は年金に関する各種手続きで必要

になりますので、必ず保管して下さい。保険料は郵便局、銀行、コンビニ等で支払って下さい。 

 

免除申請 

国民年金保険料の免除申請制度は２種類あります。学生の身分によって変わりますので、どちらで申請をするの

か、窓口で伝えてください。（下記一覧参照） 

免除申請は審査に約３か月かかる為、免除申請をしていても年金手帳と納付書が後日届きます。 

免除決定通知のハガキが届くまで、支払いはせずに納付書を保管しておいてください。また、年金手帳も帰国時ま

で保管して下さい。 

 免除申請は毎年行うことになっていますので気をつけて下さい。 

 

申請場所：帯広市役所戸籍住民課 

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/hoken/kokuho/index.html


８．法律上の各種手続き 

 

25   

 

 

学生身分 
単位取得を目的としている正規生 

（学部生・大学院生） 

単位取得を目的としない非正規生 

（研究生・特別聴講学生） 

免除申請制度 「学生納付特例制度」 「国民年金保険料免除制度」 

 申請に必要なもの 

パスポート 

在留カード 

在学を証明するもの（学生証の写し又は

在学証明書） 

パスポート 

在留カード  

  

税金について 

 
住民税 

日本に住んでいる人は、国籍に関係なく税金を支払わなければなりません。住民税は１月１日現在で

日本に住所がある人（在留カード、「在留カード後日交付」のスタンプが押されたパスポート」、もしくは

在留カードとみなされる外国人登録証明書を持っている人）が対象です。前年の所得に応じて税額が

計算されます。 

 

所得税 

所得税は個人の所得（収入）にかかる税金です。アルバイト等により収入を得た場合、所得税を支払う

必要があります。年間所得が１０３万円未満の場合、所得税は課税されません。 

 

租税条約 

日本に住む外国人が日本に所得税を支払うことを免除する制度があります。日本と租税条約を締結し

ている国の国籍を持つ場合、所得税支払免除の対象になります。条件など、詳しくは以下の国税庁の

ホームページをご覧ください（日本語）。  

 

租税条約等に関する情報｜国税庁 (nta.go.jp) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozei/sozei.htm
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９．日常生活 

銀行 

郵便局や銀行で普通預金口座を開設すると、預金、送金、公共料金の自動引き落とし、クレジットカードの代金支

払い等ができます。奨学金の種類によっては、ゆうちょ銀行を振込先口座に指定している場合があるため、特に理

由がなければ、ゆうちょ銀行で口座開設をお願いします。 

口座開設に必要なもの 

• パスポート 

• 住所の記載された公的書類（在留カード、健康保険証、住民票など） 

• 印鑑（ない場合はサインでもかまいませんが、作ることをおすすめします） 

電気・ガス・水道 

国際交流会館に入居中の場合、電気、ガス及び水道使用料は毎月現金または口座引落でお支払い下さい（詳

細については、国際交流会館ⅠHPをご確認ください）。 

 

国際交流会館HP：https://www.obihiro.ac.jp/internationalhouse（日本語） 

https://www.obihiro.ac.jp/en/dormitory（英語） 

 

市営住宅や民間のアパートを借りた場合は、自分で電気・ガス・水道会社に連絡して、契約を行う必要があります

ので、以下の手続きを行って下さい。 

 

電気 

電気を使い始める場合は、ブレーカーのスイッチを入れた後、電力会社へ連絡します。 

北海道電力契約センター：０１２０－０７－５１５４ 

Ｗｅｂからも申込みができます（日本語）。(https://www.enemall.hepco.co.jp/idou/) 

水道 

水道の使用に関する問合せは、帯広市上下水道部へ連絡をして下さい。（日本語） 

帯広市下水道部：０１５５－６５－４２１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス 

入居する時にガスの種類と申し込み先を確認してください。 

都市ガス使用の場合は帯広ガスへ連絡をして下さい（日本語）。 

帯広ガス：０１５５－２４－４２００ 

利用開始、利用中止は入居者の立ち合いが必要です。２－３日前までに申し込みましょう。土日など受付していな

い場合もありますので注意しましょう。 

プロパンガスの場合、複数の業者がありますので、入居時に不動産業者などに教えてもらいましょう。 

水道の凍結に注意 

 

冬に水道の水が凍結し、水道管が破裂することがあります。破裂すると家が水浸しになるばかりか、下

の階の人にも迷惑をかけることになり、場合によっては多額の損害賠償を支払わなければなりません。

天気予報で－４℃以下になると予想される夜や家をあけるときには、必ず水抜きをして下さい。水抜き

の方法は入居時に家主などに確認しておきましょう。 

https://www.obihiro.ac.jp/internationalhouse
https://www.obihiro.ac.jp/en/dormitory
https://www.enemall.hepco.co.jp/idou/
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ゴミの捨て方・分け方 

国際交流会館 

建物の東側にある入居者専用のゴミステーションがあります。ごみは「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源ごみ」

等に分別し、それぞれ透明の袋に入れて出します。入居時に渡すごみ分別パンフレットに従い、正しく分別してくだ

さい。 

帯広市内の民間のアパート・市営住宅 

帯広市では、「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「大型ごみ」を有料で収集しています。市指定のごみ袋は生協、ま

たはコンビニ、スーパーなどで購入してください。指定袋以外で出されたものや、分別されていないごみは収集でき

ません。 

ごみは決められた日の９：００までに指定場所に出してください。 

 

なぜ分別するの？ 

 

燃やすごみは焼却、燃やさないごみは破砕された後に埋め立てられます。私たちが正しいごみの 

分別をする事は、環境汚染を防ぐ第一歩につながります。 

 

    燃やすごみ          →                

 

    燃やさないごみ      →                

     

    資源ごみ              →                     ごみの減少 

 

決められた場所以外のところへ勝手にゴミを置いてくる「不法投棄」は、法律により厳しく罰せられます

ので絶対にしないでください。 

印鑑 

日本では、市役所や銀行手続き等など、あらゆる場面で印鑑が必要になります。外国人の場合、サインで済むこと

もありますが、５００円から１,０００円位の「認印」を作っておくと便利です。 

自動車等の運転 

自動車の運転 

車を持つ場合は、必ず学生支援課に運転免許証と自動車保険（自動車損害賠償責任保険【自賠責】および任意

保険）のコピーを提出してください。 

学内の駐車場を利用する場合には、学生支援課にある QR コードまたは HP「駐車場使用許可申請」を学生支援

課に提出して下さい。 

 

大学構内のルール 

駐車場使用許可書は、外から見えるように車のダッシュボードの上に置いてください。路上および緑地帯への

駐車、または学生駐車場以外への駐車等、ルールを守らない学生には、担当の教員・職員等が厳重に取り締まり

ますので留意してください。 

 

 

 

 

      

      

      

え

る 

燃

え

る 

細かく破砕 

焼却して灰に 

リサイクル 

埋め立てゴミの削減・焼却炉の故障を防ぐ 

 

https://www.obihiro.ac.jp/traffic
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自転車の運転 

近年、日本では自転車運転中の事故が急増しています。乗り方のルールを守って使用して下さい。 

 

乗り方のルール 

• 原則として車道の左側を走る 

• 「止まれ」の標識では、自転車を一旦停止する 

• 酒酔い運転や二人乗りは禁止 

• 夜間は必ず自転車灯を点ける 

• 自転車を止めるときは、必ず鍵をかける 

• 傘を差して運転しない 

• 運転中にスマートフォン等を使用しない 

• 並んで運転しない 

 

自転車防犯登録 

防犯登録は法律で義務づけられています。事前に防犯登録をしておくと、万が一自転車を盗まれた場合でも、発

見される可能性が高くなります。登録は自転車販売店か警察署で出来ます。自転車本体、身分証明書、登録料（８０

０円）が必要です。詳細は近くの自転車販売店にお問い合わせください。 

中古の自転車を使う場合は、防犯登録を変更する必要があります。他人の名前で登録されている自転車に乗っ

ている時に、警察官に呼び止められることがあれば、「この人は自転車を盗んだ」と思われ、警察に身柄を拘束され

ることになりますので、十分注意して下さい。 

  

ルール違反を行うと・・・・ 
 

本学では、無免許運転、飲酒運転、大幅な制限速度違反で事故を起こした場合には、学生の本分に反す

る行為とみなし、厳しい処分を行うことになっています。このような処分を受けることのないよう、モラルある行

動をとってください。 
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１０．家族 

家族の呼びよせ 

 家族を呼びよせて一緒に暮らすことは、留学生にとって精神的な支えになる一方で、言葉の通じない異

国で暮らす家族の日常生活をサポートするために勉強や研究の時間や、費用の面で、留学生の負担になる

こともあります。家族の呼びよせについては、留学の目的や本来するべきことを十分考慮した上で慎重に

判断してください。もし留学中に家族を呼びよせたいと思ったら、その時期について考える必要がありま

す。留学生も家族も日本での生活を有意義に過ごせるよう家族を呼びよせるにあたっては、住居の確保や

経済的な面も含めて準備を整え、留学生本人が日本の生活に慣れてから行うことをおすすめします。 

家族に関する諸手続き（ビザ、学校、健康）については、非常に煩雑ですが、大学では家族の呼びよせ

に関する手続き業務は行いませんので、留学生が責任を持って行うことになります。そのため、家族を呼

びよせる前に必ず、指導教員や学生支援課へ相談して下さい。様々な手続きの概要についてご説明しま

す。 

子どもの出生 

 日本で子どもが生まれたときは、次の手続きを行って下さい。 

届出 

出生届 

子どもが生まれた日から１４日以内に市役所の戸籍住民課で「出生届」の手続きをしてください。「出生届」を提出す

ると、住民票が作成されます。 

【必要書類】 

• 出生届（出生証明書のついた届書用紙を病院から受け取り、出生届の項目を記入してください） 

• 母子健康手帳 

• 両親の在留カードのコピー 

 

国民健康保険の加入 

出生届と同時に市役所で手続きを行います。 

【必要書類】 

• 母子健康手帳 

• 健康保険証 

 

在留資格の取得 

生まれた子どもが６０日を越えて日本に滞在する場合、生まれた日から３０日以内に出入国在留管理庁で在留資格

取得の手続きを行ってください（資格取得の手続きをしないと住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当など

の各種サービスを受けることができなくなります）。 

【必要書類】 

• パスポート（所持していない場合はその理由を記載した書類） 

• 在留資格取得許可申請書 

• 出生届の受理証明書 

• 両親の在留カード 

• 両親のパスポート 

• 住民票の写し 
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パスポートの取得 

自国の在日大使館または領事館にお問合せください。 

 

各種助成制度 

各種助成制度についての詳細は、帯広市役所の照会窓口に直接ご相談下さい。 

制度名 制度内容 照会窓口 

出産育児一時金 
母親が国民健康保険に加入している場合は、

出産育児一時金が支給されます。 

国保課 

電話：０１５５-６５-４１３８ 

子ども医療費助成 

中学校修了前の子どもが医療機関で診療を

受ける場合、医療費の自己負担額が軽減され

ます。 

こども課 

電話：０１５５-６５-４１６０ 

児童手当 

０歳～１８歳の子どもを育てている場合、児

童手当が支給されます。 

 

こども課 

電話：０１５５-６５-４１６０ 
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１１．緊急時 

地震に備えて 

突然発生する地震に備えて、日頃から次のことを準備しておきましょう。ここにある情報は知っておくべき最低限の

知識です。 

常時用意しておくべきもの 

地震が発生したとき、最低限、次のものがあれば被害が少なくすむ場合があります。平常時に準備しておきましょう。 

 

【必ず用意しましょう】食料品（最低 3日分）・飲料水（9 リットル（3日分））、携帯トイレ、メガネ、常備薬、 

衛生用品、マスク、サランラップ 

【ケガなどに備えて】救急箱（消毒液、ガーゼ、包帯、絆創膏、胃腸薬など） 

【防寒・安全のために】毛布、タオル、衣類、手袋、ヘルメット 

【あると便利】懐中電灯、電池、ラジオ、ライター、缶切り、ロウソク、ナイフ、 

【貴重品】現金、貯金通帳 

地震が発生したら・・・ 

【建物の中にいる場合】 

• 火を止める、元栓も止める。 

• 窓、ドアを開ける。 

• 机などの下に隠れて、身の安全を守る。 

• 本棚や、家具の倒壊に注意する。 

• 避難するとき、エレベータを使わず階段を利用する。 

【建物の外にいる場合】 

• 窓ガラスや看板などの落下物に注意し、安全な場所に避難する。 

• 自動販売機や塀など、倒れそうなものには近づかない。 

• 車を運転している場合は、スピードを落としながら道路の左側に止まる。 

• 電車・バスに乗車している場合は、手すりにつかまり乗務員の指示に従う。 

【海岸付近にいる場合】 

• 海岸で地震を感じたときは、ただちにその場所からはなれ、高台などに避難する。 

• 揺れが小さくても、津波が襲ってくることがあるので、すぐに海岸から離れる。 

避難場所 

帯広畜産大学周辺では、帯広農業高校が避難場所として指定されています。また、その他帯広市内の避

難場所については、帯広市のホームページをご覧下さい。いざというときに備えて、避難場所の確認をし

ておきましょう。 

 

帯広市内の指定避難所｜ 帯広市ホームページ 十勝 (city.obihiro.hokkaido.jp)   

  

警察・火事・救急車 

犯罪、事故・・・１１０番 

 警察に通報するときは、局番なしの１１０にダイヤルすれば２４時間いつでも連絡できます。通話料は無料です。 

① 事故か犯罪か 

② 場所・住所  

③ 自分の名前の順に伝えます。 

 

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/bousai/1007324/1002242.html
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火事、病気・・・１１９番 

 消防車や救急車が必要なときは、局番なしの１１９にダイヤルすれば２４時間いつでも連絡できます。通話料は無

料です。 

① 火事か救急か  

② 場所・住所  

③ 自分の名前の順に伝えます。 

 

  ※ 消防車や救急車が速く到着できるよう、目印になる建物などを伝えて下さい。 

公衆電話からかける場合 

緊急用の赤いボタンを押してから、ダイヤルすると無料でつながります。カードや硬貨を入れる必要はありません。 

 

 

大学緊急連絡先 

業務時間内（月曜日～金曜日 ８：３０ ～ １７：１５） 

学生支援課留学生係 

内線：５２９７、５２９８ 

外線：０１５５－４９－５２９７または５２９８ 

上記以外の時間、土日および祝祭日 

防災センター（保健管理センター横）（日本語のみ） 

内線：５１１１ 

外線：０１５５－４９－５１１１ 
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１２．帰国前手続き 

帰国の時期が近づいてくると、帰国に伴う様々な手続きの準備を行わなくてはなりません。以下に帰国するまでに

しておくことを記載していますので、必要な手続きや手配を行ってください。 

帰国に必要な手続き 

大学での手続き 

• 調査票を学生支援課に提出します 

• 図書館から本を借りている場合は帰国までに返却します 

• 学生証は学生支援課まで返却します 

• 生協組合証を持っている場合は、組合証を返却して出資金の返却を受けます 

 

市役所での手続き 

    日本を出国する、または市外へ引っ越す場合は、その数日前に国民健康保険を市役所で解約し、保険証を返却

し保険料を精算してください。 

 

必要な手続き 場所 

 国民健康保険の解約 国保課（１Ｆ） 

 国外転出届 戸籍住民課住民記録係（１Ｆ） 

 

大学宿舎の退去手続き 

退去する日が決まったら速やかに学生支援課へ連絡してください。退去予定日から１ヶ月をきると学生支援課から

手続きについて案内があるので、案内に従って手続きを行ってください。 

 

アパートの退去手続き 

退去日の１～２ヵ月前までに、家主および管理会社へ連絡してください。連絡が遅れると余分に家賃を支払わ

なければならない場合がありますので、早めに連絡をしましょう。 

• ガス・電気・水道料は各社に使用停止の連絡をし、料金を精算します。 

• 部屋をよく掃除し、退居日には家主および管理会社に点検してもらいます。 

• 部屋の状態や契約内容によっては、修繕費や清掃料を支払う必要があります。 

• 住宅総合補償（保険）の解約手続きを行うので、連帯保証解除申請書を記入して、学生支援課へ提出して

ください。 

 

不要物の処理 

不要なものを処分するときは、帯広市のごみ出しルールに従ってください。 

特に大型ごみを捨てるときは、事前に連絡する必要があります。 

帯広市のホームページ（大型ごみについて）にて確認しましょう。 

引っ越すときに国際交流会館やキャンパス内のゴミステーションに不要物を置いていかないで下さい。 
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銀行口座の解約手続き 

各銀行の窓口に通帳とキャッシュカードを持参し、口座の解約手続きを行います。 

解約する前に奨学金が最後の月まで入金されているか、電気／ガス料金が二重払いにならないよういつまで支

払っているかを確認してから解約してください。（窓口の受付時間は、銀行は１５：００まで、郵便局は１６：００まで。） 

 

携帯電話・インターネットの解約手続き 

携帯電話、インターネットサービスを使用している場合は契約会社に連絡を取り、解約、あるいは国内で転居する

場合は住所変更の手続きをします。原則として本人が手続きをとる必要がありますが、もし友人が代理で解約する場

合は、あらかじめ準備すべき書類があるので早めに確認をしましょう。 

 

出入国在留管理庁での手続き 

在留資格の変更 

国内で進学や就職をする場合、修了後の在留活動にふさわしい在留資格への変更が必要になります。前もって

出入国在留管理庁で在留資格の変更申請を行いましょう。手続きの詳細は2０ページを参照下さい。 

 

在留カードの返却 

留学期間が終了し日本を出国するとき、空港で所持する在留カードを入国審査官に返納します。ただし、再入国

許可（みなし再入国許可を含む）を受けて出国する場合は、返却する必要はありません。 

 

出入国在留管理庁への報告 

卒業、退学、他の大学への進学の場合、法律により、必ず出入国在留管理庁へ報告することが義務付けられてい

ます。帰国前に必ず「活動機関に関する届出」に記入し、出入国在留管理庁に提出しましょう。手続きの詳細は２４

ページを参照ください。 提出後は、学生支援課へご連絡下さい。 

 

公印確認・アポスティーユ 

日本で発行された各種証明書（修了証明書、学位記、出生証明書等）を、帰国して証明書として使用する場合

は、帰国する前に、出身国の大使館・領事館に行って、認証（領事認証）を受けるよう求められることがあります。認

証してもらうためには、日本の外務省による公印確認証明が必要となります。帰国前には必ず、証明書などの提出

先、出身国の大使館・領事館に問い合せて、認証が必要かどうか確認して下さい。 

領事認証等の手続きについては、外務省の HP より確認できます。 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html 

 

 

 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
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１３．資料 

キャンパスマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名（Name of Facilities） 

No 日本語(Japanese) 英語 (English) ローマ字表記 (Roman Character) 

 総合研究棟Ⅰ号館 General Research Building I Sōgōkenkyūtō 1gōkan 

 附属図書館 University Library Toshokan 

 学生寄宿舎 Dormitory Gakusei kishuku sha 

 創立７０周年記念館（逍遥舎） Alumuni Building Shōyōsha 

 福利施設（大学生協） University Co-op Seikyō 

 かしわプラザ Kashiwa Plaza (Student Lounge) Kashiwa puraza 

 本部棟 Administration Bureau Honbutō 

 総合研究棟Ⅱ・Ⅲ号館 General Research Building II and III 
Sōgōkenkyūtō2 gōkan、 

3gōkan 

 動物医療センター Veterinary Medical Center Dōbutsu Iryō sentaa 

 総合研究棟Ⅳ号館 General Research Building IV Sōgōkenkyūtō 4gōkan 

 動物・食品検査診断 

センター 

Diagnostic Center for Animal Health 

and Food Safety 

Dōbutsu・shokuhin kensa 

shindan sentaa  

 産業動物臨床棟 
Large Animal Hospital and Clinical 

Research Building 
Sangyō dōbutsu rinsyō tō 

 原虫病研究センター 
National Research Center for 

Protozoan Disease 
Genchū byō kenkyū sentaa 

 産学連携センター 
Center for Industry-University 

Collaboration 
Sangaku renkei sentaa 

 厩舎 Horse Barn and Stables Kyuu sha 

 畜産フィールド科学センター 
Field Center of Animal Science and 

Agriculture 
Chikusan fiirudo kagaku sentaa 
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No 日本語( Japanese) 英語 (English) ローマ字表記(Roman Character) 

 野球場 Baseball Field Yakyu jyō 

 アイスホッケー場 Ice Hockey Rink Aisu jokkei rinku 

 体育館 Gym Taiiku kan 

 武道館 Martial Arts Gym Budo kan 

 合宿棟 
Student Club Training Camp 

Building 
Gasshuku tō 

 宿泊研修棟 Lodging and Learning Facility Shukuhaku Kenshu tō 

 音楽練習室 Music Practice Building Ongaku tō 

 サークル棟 Student Club and Circle Building Saacuru tō 

 弓道場 Japanese Archery Range Kyudo jyō 

 カフェ「Farm Designs」 Farm Designs Café Kafe faamu dezainzu 

 国際交流会館Ⅱ International House 2 Kokusai koryu kaikan 2 

 テニスコート Tennis Courts Tenisu koto 

 ラグビー場 Rugby Field Ragubii jyō 

 アメフト場 American Football Field Amefuto jyō 

 サッカー場 Soccer Field Sakka jyō 

 農業情報基盤センター Agri-Information technology Center Nōgyō Jōhō Kiban center 

 講義棟 Lecture Rooms and CALL Room Kogi tō 

 柏陵池（ビオトープ） Hakuryo Pond (Biotope) Hakuryō ike 

 実験動物舎Ⅰ Laboratory Animal Building 1 Jikken doubutsusha 1 

 実験動物舎Ⅱ Laboratory Animal Building 2 Jikken doubutsusha 2 

 防災センター Disaster Prevenrion Center Bousai Sentā 

 講堂 Auditorium Kōdō 

 保健管理センター Health Care Administration Center Hoken kanri sentā 

 国際交流会館Ⅰ International House 1 Kokusai koryu kaikan 1 

 農産加工実験棟 
Laboratory Building for Agricultural 

Product Processing 
Nogyo kako jikken tō 

 土木工学実験室 Civil Engineering Laboratory Doboku kogaku jikken shitsu 

 農業機械実験実習棟 
Agricultural Machinery Experience 

and Practice laboratory 
Nogyo kikai jikken jisshyu tō 

 実験圃場 Experimental Fields Jikken hojyō 

 碧雲蔵（上川大雪酒造） 
Hekiungura(Kamikawa Taisetsu 

Sake Brewery) 

Hekiun Ryō （Kamikawa 

Taisetsu Shuzō） 

 農機具庫 Agricultural Machinery Shed Nōkigu ko 

 松尾記念温室棟 Matsuo Commemorative Greenhouse Matsuo kinen onshittsu tō 

 農畜産プラント Agricultural Products Plant Nochikusan puranto 

 農畜産資源循環研究棟 
Agricultural and Livestock Research 

Building 

Nouchikusan shigen kankyō 
kenkyu tō 

 全天候型車両消毒ゲート 
All-weather Strerilization Gate for 

Vehicles 

Zentenkō gata sharyō shōdoku 
geēto 

 実習用豚舎 Pig Enclosure for Practical Training Jisshū yō tonsha 

 豚飼養試験棟 Pig Feed Research Building Buta shiiku shiken tō 

 肥育用牛舎 Fattening Bern Hiiku yō gyūsha 

 代謝試験棟 Matabolic Test Building Taisha shiken tō 

 羊飼養試験棟 Sheep Feed Research Building Hitsuji shiyō shaken tō 

 食品加工実習施設 Food Processing Practice Facility Shokuhin kakō jisshū shitsu 

 温室 Greenhouses Onshitsu 

 メインパドック Large Paddock Mein Padokku 

 サブパドック Small Padock Sabu Padokku 

 実験圃場 Experimental Fields Jikken hojyō 
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交通機関 

バス 

帯広畜産大学 ⇔ 帯広駅 

70 番、72番のバスが大学近隣のバス停から利用できます。 

料金：片道４２０円、所要時間：約３０～４０分 

定期的に運行時間が改訂されますので、十勝バスの HPで随時確認をしてください。 

 

時刻表 – 十勝バス (tokachibus.jp) 

 (上方にある“Language”マークで言語を変換できます。) 
 

 

帯広畜産大学 ⇔ とかち帯広空港 

直通のバスはないので、一度帯広駅に出てから連絡バスに乗り換えて下さい。 

帯広駅から十勝帯広空港までの料金は片道１、０００円、所要時間約４０分です。 

時刻表は、帯広空港ホームページより確認できます。（日本語・英語・中国語） 

 

空港連絡バス – 十勝バス (tokachibus.jp) 

(上方にある“Language”マークで言語を変換できます。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tokachibus.jp/
https://www.tokachibus.jp/
https://www.tokachibus.jp/airport/
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帯広駅 ⇔ 新千歳空港・帯広駅 ⇔ 札幌 

帯広駅から、新千歳空港や札幌までの長距離バスが出ています。チケットは生協で購入できます。 

 

帯広駅周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ 

ＪＲを利用する場合は、以下のホームページを参照下さい（日本語・英語・中国語・韓国語）。 

 

JR北海道- Hokkaido Railway Company (jrhokkaido.co.jp) 

(上方にある“Language”マークで言語を変換できます。) 

 

 

 

 

  

6番のりば 
札幌行き・新千歳空港行き 

10番のりば 
とかち帯広空港行き 

https://www.jrhokkaido.co.jp/index.html
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帰国時チェックリスト 

大学で 

□ 指導教員に帰国日を知らせる 

□ 学生支援課に帰国に関する必要手続きについて確認 

□ 成績証明書、修了証明書、卒業証明書等の交付申請 

□ 図書・学生証の返却 

 

住居 

□ アパートの退去手続き 

□ ガス・電気・水道料金の清算 

□ 不要物の処理 

市役所 

□ 国民健康保険証の返却 

□ 国外転出届の提出 

 

その他 

□ 銀行口座の解約 

□ 携帯電話の解約 

□ 活動機関に関する届出の提出 

□ 空港で：在留カードの返却 
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